[bookmark: _GoBack]町有財産（土地）売買契約書

　売払人　会津坂下町長　古川　庄平（以下「甲」という。）と買受人　●●●●（以下「乙」
という。）とは、次の条項により町有財産（土地）の売買契約を締結する。

（売買物件）
第１条  売買物件は、次のとおりとする。
	所　在　地
	区 分
	数 量
	備 考

	河沼郡会津坂下町字石田１４９４番２、
１５５６番、１５５７番
	宅地
	259.72㎡
	


（売買代金）
第２条　売買代金は、金 ●●●●●●●●円とする。
（契約保証金）
第３条　乙は、本契約締結と同時に契約保証金として、●●●●円を甲に納付するものとする。
（代金の支払い）
第４条　乙は、売買代金 ●●●●●●●●円を、甲の発行する納入通知書により、令和８年●●●月●日までに甲に支払わなければならない。
２　乙は、前項に定める納付期日までに売買代金を支払わないときは、その翌日から支払った日までの日数に応じ、第４条の売買代金につき年３．０パーセントの割合で計算した金額を延滞金として売買代金に合わせて甲に支払わなければならない。
（所有権の移転及び登記）
第５条  売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転する。
２　所有権の移転登記については、乙が自らの負担において行うものとする。
（売買物件の引き渡し）
第６条　甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
（用途制限）
第７条　乙は、本契約締結の日から５年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これに類する業の用に供してはならない。
（所有権の移転及び権利の設定等の禁止）
第８条　乙は、本契約締結の日から５年間、甲の書面による承認を得ないで、売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転（買受人間の持分権の譲渡を含む。以下「所有権の移転」という。）をし、又は売買物件について地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定（買受人間の設定を含む。以下「権利の設定」という。）をしてはならない。
（危険負担）
第９条　乙は、本契約締結の時から売買物件の引き渡しの時までにおいて、当該物件が甲の責に帰すことのできない事由により滅失又は毀損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。
（瑕疵担保）
第１０条　乙は、本契約締結後、売買物件に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
（違約金）
第１１条　乙は、第７条及び第８条に定める義務に違反したときは、売買代金の１０分の１の金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
２　乙は、前項の違約金を甲の指定した納付期日までに支払わなかったときは、その翌日から支払った日までの日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算した金額を延滞金として違約金に合わせて甲に支払わなければならない。
（契約の解除）
第１２条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
（１）乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
（２）乙が次のいずれかに該当するとき。
　　イ　役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその関連施設で働く施設の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。
　　ロ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
　　ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
　　ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
　　ホ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
　　ヘ　乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当をした場合
　　　　（イ）暴力的な要求行為
　　　　（ロ）法的な責任を超えた不当な要求行為
　　　　（ハ）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
　　　　（ニ）偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
　　　　（ホ）その他前各号に準ずる行為
２　前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、売買代金の１０分の１の金額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
３　乙は、前項の違約金を甲の指定した納付期日までに支払わなかったときは、その翌日から支払った日までの日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算した金額を延滞金として違約金に合わせて甲に支払わなければならない。
（返還金）
第１３条　甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
２　甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
３　甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
（充当の順序）
第１４条　甲は、乙が売買代金及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が売買代金及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、売買代金の順序で充当する。
２　違約金の延滞金の納付については、前項の規定を準用する。
（乙の原形回復義務）
第１５条　乙は、甲が第１２条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原形に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原形に回復させることが適当でないと認めたときは、現形のまま返還することができる。
２　乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
３　乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
（損害賠償）
第１６条　甲は、乙が本契約で定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
（返還金の相殺）
第１７条　甲は、第１３条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１１条及び第１２条に定める違約金又は第１５条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
（契約の費用）
第１８条　本契約の締結及び履行並びに買戻権の抹消登記等に関する必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
（信義誠実の義務、疑義の決定）
第１９条　甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
２　本契約に関して疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。

上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上各自その１通を保有
する。

令和　　年　　月　　日

売払人（甲） 河沼郡会津坂下町字市中三番甲３６６２番地
会津坂下町
会津坂下町長　 古　川　正　平   　　　㊞


買受人（乙）

                                   　　　　　　　　　　 　　　　　　　　㊞
